
議第１０７号 

呉市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公

営に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

呉市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する

条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

呉市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公

営に関する条例等の一部を改正する条例 

（呉市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関す

る条例の一部改正） 

第１条 呉市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に

関する条例（平成５年呉市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２号ア中「１５，３００円」を「１５，８００円」に改め，同号イ中

「７，３５０円」を「７，５６０円」に改める。 

（呉市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関

する条例の一部改正） 

第２条 呉市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営

に関する条例（平成５年呉市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「２６円７３銭」を「２７円５０銭」に，「５５７，１１５円」を

「５７３，０３０円」に改める。 

付則第４項中「２６円７３銭」を「２７円５０銭」に，「５１０円４８銭」を

「５２５円６銭」に，「５５７，１１５円」を「５７３，０３０円」に，「３０

１，８７５円」を「３１０，５００円」に改める。 

（呉市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改正） 

第３条 呉市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例（平成２

０年呉市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第４条及び第５条中「７円３０銭」を「７円５１銭」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の呉市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動

用自動車の使用の公営に関する条例の規定及び第２条の規定による改正後の呉市

の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条

例の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その期日を告

示される呉市の議会の議員及び呉市長の選挙について適用し，施行日の前日まで

に告示された呉市議会の議員及び呉市長の選挙については，なお従前の例による。 

３ 第３条の規定による改正後の呉市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公

営に関する条例の規定は，施行日以後その期日を告示される呉市長の選挙につい

て適用し，施行日の前日までに告示された呉市長の選挙については，なお従前の

例による。 



（提案理由） 

 市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポス

ターの作成並びに市長の選挙における選挙運動用ビラの作成に係る公費負担の限度

額を引き上げるため，この条例案を提出する。 

 


